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「安心と希望の医療確保ビジョン」具体化に関する検討会  

開催要綱   

地域医療や必要な医師の確保には、将来を見据えた改革が必要である  

ため、本年1月から会議を開催し、本年6月に「安心と希望の医療確保  

ビジョン」をとりまとめたところ。この検討会においては、このビジョ  

ンに盛り込まれた各種施策の具体化に向けて検討を進めていく。  

直二二重頭   

厚生労働大臣、厚生労働副大臣、厚生労働大臣政務官及び構成員（別  

紙）で構成する。  

声・、逗享  

本会議の庶務は、厚生労働省医政局で行う。  

議事は公開とする。   



（別紙）  
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医師不足や救急医療に対する不安など、医療に関する様々  ○ 平成18年度の医療制度改革以後、   
な問題が指摘。  

○ 
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童戯畠し、10回にわたる議喜  

～3本柱～  Ⅱ．具体的な政策   

①医療従事者の数と役割   
医師数の増加（H9年間議決定の見直し）、医師の勤務環境の改善（女性医師の離職防止僧職支援）、診療科の  
バランスの改善等（産科■小児科等の増員方策の検討、麻酔科標模の規制緩和）、  
職種間の協働・チーム医療の充実等  

②地域で支える医療の推進   
救急医療の改善策の推進（量的一質的な充実、地域全体でのトリアージ、夜間・救急利用の適正化）、「地域完結型  
医療」の推進（医療計画に基づく医療連携体制の推進（地域連携クリテイカルパス）、診療所機能の強化）、  
在宅医療の推進、地域医療の充実・遠隔医療の推進 等  

③医療従事者と患者・家族の協働の推進  
患者や家族の医療に関する理解の支援 等   医療の公共性に関する認識、  相互理解の必要性、  





医療を取り巻く環境が、少子高齢化の進展や医療技術の高度化等  

により大きく変化している中で、医療サービスの質を向上させると  

ともに、その量も増やしてほしいという国民の声も強く、また医療  

従事者の側からも、厳しい勤務環境に閲し改善を求める声は高いも  

のがある。国民の医療に対する安心を確保し、将来にわたり質の高  

い医療サービスが受けられるよう、医療従事者を含めた国民の声に  

きちんと耳を傾け、多様な意見を集約して政策に反映させていくと  

いう現場重視の姿勢を貫きながら、次の原則に沿って、これからも  

引きつづき医療制度の改革を行ってい＜。  

○ 政府・厚生労働省の権限を拡大せず、現場・地域のイニ  

シアチブを第一とする。  

医療現場の医師・看護師等の医療従事者から、自ずから上  

がってきた多様な意見を集約して政策とするという、現場重  

視の方針を貫く。  

○ 改革努力を怠らない。  

ビジョンを示した後も、無駄を省く努力を怠らない。例え  

ば、．規制撤廃により医療費を削減できる場合は、安全性を確  

保しつつ、積極的に規制撤廃を推進する。   

⊥方、一定の医療資源の中で質の高い医療サービスを今後とも実  

現していくためには、国民も、地域医療を自ら支え・守るものであ  

ると意識を改革し、医療従事者と連携・協働することが重要となって  

いる。   

とりわけ医師数については、現状では総数が不足しているという  

認識の下で対策を行う必要があるが、単に医師数を増やすのみで課  

題が解決するものではなく、医療従事者のみならず、患者・家族等  

国民がみんなで医療を支えていく姿勢が求められる。   



また基本的な制度設計を担う国と、現場に直接向き合う地方自治  

体が、各々その責任を的確に果たすという視点が重要である。   

医療制度の改革を進める上では、将来をしっかりと見据えた長期  

的なビジョンを持ら、現場の声を聞きながら政策の立案や推進を行  

うことが必要であり、「安心と希望の医療確保ビジョン」を示し改革  

を進めていく。   

医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医療の担い手  

と医療を受ける者との信頼関係に基づき行われるものであり、治療  

（「治す」）のみならず、疾病の予防のための措置やリハビリテー  

ションも含め、人々の生活を「支える」かけがえのない営みである  

が、ビジョンを示すことで、患者や家族等、あるいは医師をはじめ  

とした医療従事者、また医療従事者になることを志す人々を含めた  

国民各位が、将来にわたり医療に関する安心と希望を抱くことを期  

待する。   

なお、医療制度と介護制度の役割分担など、 必ずしも十分な議論  

を尽くすことができなかったテーマもあることを付記するとともに、  

このビジョンで示した施策を実現するため、今後の具体的な取組の  

中で、無駄を省くための改革努力を引き続き行いながら、必要な財  

源の確保を図っていくことが必要である。   
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（1）医師数の増加  

ア．医師養成数の増加   

「医師の需給に関する検討会報告書」（平成18年7月）では、  

2004年の医師数について、医師の勤務時間の現状とあるべき姿  

とのギャップを「不足医師蔓」とすると、2004年においては9  

000人が不足し、将来的には2022年に需給が均衡するとされ  

ている。   

一方、医師の需給については、様々な要因が関係しており、医師  

不足問題に対し主に医学部の定員増で対応した場合、効果が現れる  

までに長期間かかるため、同時に短期的な施策の検討も必要である。  

現状において、医師の勤務状況は過重となっており、適正な勤務状  

況における必要な医療提供体制を確保するため、総体として医師数  

を増やす方向とし、同時に医師養成環境の整備を行う。   

医学部の定員については、平成9年6月3日の閣議決定「財政  

構造改革の推進について」における、「医療提供体制について、大  

学医学部の整理・合理化も視野に入れつつ、引き続き、医学部定員  

の削減に取り組む。」とされていたが、既に、「新医師確保総合対策」  

（平成18年）と「緊急医師確保対策」（平成19年）によって医  

師養成の前倒しという方針の下で最大395名の増員が可能となっ  

ている。さらに、今回、現下の医師不足の状況にかんがみ、従来の  

閣議決定に代えて、医師養成数を増加させる。  

イ．コメディカル雇用数の増加  
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患者・家族にとって最適の医療を効率的に提供する観点から、芋  

後、職種間の役割分担と協働に基づくチーム医療を推進していくこ  

とが求められるが、その際には、個々の現場でそうした役割分担を  

進めるための十分な人員を確保できるよう、看護師をはじめとした  

コメディカルの雇用数を増加させる。  

ウ．総合的な診療能力を持つ医師の育成   

医師の専門分化が進む中、内科、小児科、救急から末期がん、認  

知症、看取りまで患者の全身の状態を踏まえた診療を行う観点力＼ら、  

総合的に患者を診る能力を有する医師の育成を支援する。  

工．臨床研修制度の見直し   

平成16年に必修化された現在の臨床研修制度については、これ  

までの実施状況を踏まえ、医師不足問題がより深刻な診療科や地域  

医療への貢献を行う臨床研修病院等を積極的に評価するとともに卒  

前教育や専門医制度との連携を深める。また、臨床研修病院等にお  

ける研修の見直しなどを行いつつ、研修医の受入れ数の適正化を図  

る。  

オ．歯科医師の養成   

歯科医師については、適正な需給について検討し、文部科学省と  

の連携の下に必要な対策を講じる。併せて、将来の歯科医師の活用  

策について検討する。  

（2）医師の勤務環境の改善  

ア．女性医師の離職防止・復職支援   

医師国家試験合格者における女性の増加に伴い、女性医師の割合  

が上昇している中、女性医師対策は、医師不足対策において最重要  
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の課題である。特に産科、小児科といった医師不足問題が強く意識  

されている診療科の若手医師には女性が多く、こうした女性医師の  

離職防止、出産・育児等と勤務との両立を安心して行うことができ  

る環境の整備は喫緊の課題である。このため、女性医師の就業率を  

高め、医療分野が男女共同参画のモデルとなるよう早急に対策を進  

める。具体的には、「短時間正社員制度」を始めとした出産・育児等  

に配慮した勤務環境の導入・普及や、キヤー」ア形成における出産・  

育児への配慮、院内保育所の整備や充実、復職研修の充実などを進  

める。  

イ．医師の多様な勤務形態   

医師のワーク・ライフ・バランス等に配慮し、特定の医師に過剰  

な負担を掛けることがないようにする。例えば、公務員である医師  

を含め、例えば週のうち数日は地方の医療機関で勤務するなど非常  

勤医師の活用により地域医療を支える多様な勤務形態の導入、コメ  

ディカルの活用も含めたチーム医療の徹底、交替勤務制の導入促進  

などを図る。   

また、産科医療補償制度の早期実現や、医療事故における死亡の  

原因究明・再発防止を因る仕組みの構築など医療リスクに対する支  

援体制の整備を進めることにより、医療の透明性の確保や医療に対  

する国民の信頼の回復につなげるとともに、医師等が萎縮すること  

なく医療が行える環境の整備を進めることが重要である。  

（3）言多療科のバランスの改善等   

医師数の診療科問の適正なバランスを確保するためには、医師総  

数の増加を前提とする必要がある。その上で、過酷な勤務環境や訴  

訟リスク等の要因を取り除いていくことが重要である。また、医師  

の職業選択の自由に配慮しつつ、産科・小児科・救急科・外科等に  

ついて、現場・地域の意見を重視し、増員のための方策を自治体とと  

もに検討する。   

麻酔科については、現在、国が標楳資格を定め許可しているが、  
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専門医制度の整備状況を踏まえ、規制緩和を行う。   

また個々の病院において実態に見合った適正な医師数を確保す  

るよう、必要医師数の算定方式の見直しを含め、医療法標準を見直  

す。  

（4）職種間の協働・チーム医療の充実   

職種間での協働とチーム医療の充実を進める際に当たっては、それ  

ぞれの職種が、互いに専門性を尊重しつつ、情報の共有を効率的に行  

うことにより緊密な連携を充実させ協働関係を築くことで、病院勤務  

医の過重労働の解消を図りながら、全体として患者・家族、医療従事  

者もともに安全と安心・納得を生み出すという視点が重要である。  

ア．医師と看護職との協働の充実   

「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進  

について」（平成19年12月28日医政局長通知。以下「役割分担  

通知」という。）で示したように、各職種に認められている業務範囲  

の下での業務を普及する。∃≡た現場の看護師が専門看護師、認定看  

護師の取得を促進する施策を講じ、その普及・拡大に努める。さら  

に、医師・看護師がそれぞれの専門性を情報共有や会議等を通じて  

十分に発揮するとともに、効率的な医療の提供に資するため、チー  

ム医療による協働を進める。その際、これからの看護師には、医師  

や他のコメディカル、他の職員等や患者・家族とのコミュニケーシ  

ョンを円滑にする役割等が求められるほか、在宅や医療機関におけ  

るチーム医療の中で、自ら適切に判断することのできる看護師の養  

成が必要であることなどから、看護基礎教育の内容及び就労後の研  

修を充実するとともに、教育の方法や内容、期間について、将来を  

見渡す観点からの望ましい教育の在り方に関する抜本的な検討を進  

める。   

また助産師については、医師との連携の下で正常産を自ら扱うよ  

う、院内助産所・助産師外来の普及等を図るとともに、専門性の発  

揮と効率的な医療の提供の観点から、チーム医療による協働を進め  

る   



る。またその際、助産師業務に従事する助産師の数を増やすととも  

に、資質向上策の充実も図る。  

イ．医師と歯科医師・薬剤師等との協働の充実   

摂食・q燕下機能等人々の生活の基本を支える歯科医療においても、  

チーム医療の下で、歯科医師や歯科衛生士等歯科医療関係職種と、  

医師や看護師等との連携を進める。   

医療機関に勤務する薬剤師がチーム医療の担い手として活動する  

ために、病棟等での薬剤管理や、医師・看護師と患者・家族の間に  

立ら服薬指導を行うなどの業務の普及に努める。また、医薬品の安  

全性確保や賀の高い薬物療法への参画を通じ医師等の負担軽減に貢  

献する観点から、チーム医療における協働を進めるとともに、資質  

向上策の充実も図る。  

ウ．医師とコメディカルとの協働の充実   

臨床検査技師や臨床工学技士の積極的な活用を図るととともに、  

医師と作業療法士、理学療法士等のコメディカルとの協働を進める  

など、多職種連携によるチーム医療の普及に努める。  

工．医師・看護職と看護補助者・メディカルクラーク等との協働の充実   

患者・家族に最適なサービスを提供する観点から、役割分担通知  

で示したような物品補充、患者の移動などの看護職と看護補助者の  

役割分担を進める。また、チームケアに関する看護職や介護職への  

教育、研修等も含め、看護職と介護職との協働を進める。   

メディカルクラーク（医師事務作業補助者、医療秘書など）につ  

いては、書類記載、オーダリングシステムヘの入力などの役割分担  

を推進するとともに、資質向上の方策について検討する。   

また、医師等と患者側のコミュニケーションの仲立ちをし、十分  

な話し合いの機会を確保するといった業務を担う人材の育成が必要  

である。  
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地域で支える医療の推進   

医療は、人々が地域で安心して生活していく上で欠かすことのできな  

い、国民生活の基盤を支える営みである。とりわけ救急医療が盤石なも  

のであることは、急激な健康状態の悪化に備え、地域のセーフティ・ネ  

ットを確保するという観点からその根本をなすものである。また、医療  

は行政や医師をはじめとした医療従事者のみならず、患者・家族等地域  

住民が支えるものであるため、救急医療をはじめとした地域医療の様々  

な側面において、そうした、医療を支えるそれぞれの取り組むべき万策  

や役割等について以下に整理する。  

（1）救急医療の改善策の推進  

ア．救急医療の充実   

救急医療については、医療機関への円滑な搬送を確保しつつ、現  

行の初期救急、2次救急、3次救急といった3段構えを維持しなが  

ら、更なる量的・質的充実を図り、救急患者に対し、地域全体でト  

リアージ（重症度、緊急性等による患者の区分）を行い、院内の各  

診療科だけでなく、地域全体の各医療機関の専門性の中から、病状  

に応じた適切な医療を提供できる医療機関又は院内の診療科へ効率  

的に振り分ける体制を整備する（管制塔機能を担う医療機関の整  

備・人材の育成）。   

具体的には、救急患者の動向や既存の救急医療に関わる資源、連  

携の状況等を調査し、当該調査を踏まえ、地域の現状を的確に把握  

した上で、平時から、管制塔機能を担う医療機関とともに、地域全  

体の各医療機関の専門性について情報共有し、その情報を住民に対  

して開示し、救急患者の効率的な振り分け方策について議論してお  

く必要がある。各医療機関においては、例えば通常業務に加え救急  

業務を担うことによる医師等の疲弊を防ぐため交代勤務制を整備す  

る。   

また救急医療機関での受入れを確実なものとするために、急性期  
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を脱した患者を受け入れる病床を確保するほか、夜間・休日等にお  

ける診療所医師の外来診療の推進など、診療所医師の救急医療への  

参画を進め、救急医療機関と地域の他の医療機関との問で、地域全  

体の各医療機関の専門性や、効率的な患者の振り分け方策について  

情報共有し、その情報を住民に対して開示する。   

医療機関と消防機関との連携を強化する観点から、救急医療情報  

システムにおける情報更新の随時化、救急患者受入コーディネータ  

ーの配置、現場の医療従事者と消防機関とで開催するメディカルコ  

ントロール協議会における救急搬送等に係る地域の現状把握・協議  

の充実と住民への開示を推進する。  

イ．夜間・救急利用の適正化   

また、限りある地域の医療資源を有効に活用するとともに、医師  

をはじめとする医療従事者の過度の負担を軽減する観点から、不  

要・不急時の救急医療の利用を最小限のものとするため、軽症患者  

による夜間の救急外来利用の適正化や、救急車の適切な利用に関す  

る普及告発に努める。併せて、独居高齢者等の地域における見守り  

や、妊婦の健康管理の重要性等についての普及、小児科における小  

児救急電話相談事業（＃8000）を高齢者を含む成人へ広げるな  

ど、救急電話相談事業の拡充の検討や、家庭への緊急時のマニュア  

ル等の普及を図る。  

（2）「地域完結型医療」の推進   

救急医療に限らず、地域の限られた医療資源を有効に活用するた  

めには、個別医療機関がそれぞれで全ての医療ニーズに対応する「医  

療機関完結型医療」ではな＜、医療機関がそれぞれの得意分野を活  

かし、地域全体で完結する「地域完結型医療」が求められる。その  

際には、医療計画等に基づき自らの地域における役割を検討し、地  

域連携クリテイカルパス等を利用した情報の共有化や円滑なネット  

ワークの構築に努める。また居住系施設や介護施設においても医療  

機関との連携に努める。  
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一万で行政は、各都道府県の医療計画において定められた、がん、  

脳卒中、救急医療など4疾病5事業に係る医療連携体制を推進する  

とともに、地域住民のニーズを調査・把握し、各医療機関が地域のニ  

ーズに応じた役割を果たすことができるよう、医療機関に対する情  

報提供を行う。十分な情報開示を行うことによって、地域住民がネ  

ットワークを踏まえて行動するよう普及啓発を進める。あわせて、  

そうした「地域完結型医療」の普及に向け、モデルとなる成功例を  

示す。また診療所については、地域のニーズを把握した上で、例え  

ば複数の医師等がグループで診療を行う体制とし、地域の他の医療  

機関との連携を確保した上で夜間・休日等も含め一定の初期救急も  

担うなど、機能を強化するとともに、地域住民の利用に資するため、  

診療所についても十分な情報の開示を進める。  

（3）在宅医療の推進   

患者・家族の生活の質を確保する観点力＼ら、医療の提供の場とし  

て、医療機関だけではなく住まいを念頭に置く発想も必要であり、  

退院前・退院後ケアカンファレンス等を通じた切れ目のない医療連  

携の確保とともに、介護との連携を図る。国及び地方公共団体は、  

地域で暮らす者の視点に立ら、個々の地域毎に住民のニーズを把握  

した上で、医療サービスと介護サービスの連携、ボランティア等の  

活動との連携を進めるとともに、医療、介護、福祉に関する情報を  

住民に開示する。その際には、予防や社会資源の開発・連携体制の  

構築等についての医療・介護・福祉の現場における保健師の専門性  

活用を推進する。さらに、訪問看護ステーションの規模の拡大等を  

因り、訪問看護の更なる普及を目指すとともに、訪問看護ステーシ  

ョンや在宅医療を提供する医療機関については、地域の多様な在宅  

医療ニーズに的確に対応することに加え、例えば末期がんや精神・  

神経疾患等の専門性の高い分野にも対応できるよう、専門性の深化  

に努める。また、居住系施設における医療ニーズを満たすことを進  

める。   

薬局については、夜間・休日の対応、患者宅への医薬品・衛生材  

料等の供給、緩和ケアヘの対応等を確実に実施するため、地域にお  
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ける医薬品等の供給体制や、医薬品の安全かつ確実な使用を確保す  

るための適切な服薬支援を行う体制の確保・充実に取り組む。   

さらに、患者・家族に対する在宅医療や介護に関する情報の積極  

的な提供に努めるとともに、地域におけるボランティアや民生委員  

等を通じて患者・家族への精神的側面も含めた支援を行うような活  

動等の推進や、それらと医療従事者との連携を図る。   

歯科医療においては、高齢者の健康増進や誤隙性肺炎予防の観点  

から口腔機能の向上や維持管理が重要であり、在宅医療と連携した、  

在宅歯科診療を推進していくための人材育成や体制整備を進める。  

（4）地域医療の充実・遠隔医療の推進   

へき地の医療体制の充実に際しても、地理・気候・人口等の条件  

や医療資源・連携等に関する情報を収集し、現状把握に努めた上で、  

必要な医療体制を構築する。その際に、必要な医療資源を確保する  

ため、医師等が地域医療に自ら進んで従事するための方策の検討を  

進めるとともに、へき地医療機関への支援等を一層充実する。   

あわせて、遠隔医療についても、必要な医療資源を確保する観点  

から、医療の地域格差を是正し、医療の質及び患者の利便性を向上  

させるため、情報通信機器の整備等により今後一層の推進を因る。  

紗 ● ■・＿  

■■ テ＿皇室二医薫従事者と宕看・要語の号室の聖  
■ ■ ■■   

（1）相互理解の必要性   

医療の高度化などにより、医療現場の業務密度が高まっている一  

万で、このような状態においても我が国では世界的にも高水準の医  

療ヘアクセスできることは、医療従事者の日々の努力によるもので  

ある。   

また、存命率の上昇に伴い、患者・家族等国民の医療に対する期  

待も上昇している。これに応えるため、医療従事者は患者や家族の  

肉体的・精神的な苦痛や葛藤を理解し、患者・家族が理解できるよ  
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う複雑で専門的な疾病や治療に関しても丁寧な説明を行い、その納  

得を得るように努めながら、プロフエツショナリズム（職業的専門  

性）を最大限発揮する必要がある。また医療機関は、患者・家族の  

不安等を傾聴し、課題に導いていくような相談機能を有するように  

する。一方で患者側には、リスクや不確実性が伴うといった医療の  

限界への理解、及び疾病や治療について主体的な理解に努めつつ、  

医療従事者と協働する姿勢が必要となり、そうした基盤の上でのコ  

ミュニケーションが医療従事者のモチベーションを維持・向上させ、  

提供される医療への患者・家族の満足度を高めるという好循環を生  

む。  

（2）医療の公共性に関する認識   

医療は、国民生活の基盤を支える公共性の高い営みであり、患者・  

家族等国民と医療従事者の双方に、それを支える努力が必要である。   

医療従事者は、自身が公共性の高い存在であることを自覚し、地  

域の医療ニーズを把握し、生涯を通して医師としての水準の向上に  

努める。   

一方、患者側には、自身の健康管理に努めるとともに、例えば安  

易な時間外受診（いわゆる「コンビニ受診」。患者にとって便利と思  

えても、患者の抱えた疾病の克服のための必要性が少ない）により  

医療機関の負担を不必要に増加させ、真に必要な場合に医療を受け  

られないことがないようにするなど、自らの地域の医療資源が公共  

のものであり、有限の資源であるということへの理解が必要である。  

このため、地域の医療機関等の協力や種々の市民活動を通じて受診  

行動等についての積極的な普及・啓発を行うとともに、特に産科にお  

いては、母子保健活動の充実等により、妊婦健診の適切な受診、分  

娩に伴うリスクに関する正しい認識、周産期母子医療センターと緊  

急時のアクセス方法等に関する普及を行う。  

（3）患者や家族の医療に関する理解の支援  

患者や家族に対し療養生活上の心理的社会的問題の解決援助を行  
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うメディカルソーシャルワーカーや、医師等と患者側とのコミュニ  

ケーションの仲立らをするボランティア等を活用することで、自ら  

の療養生活を自立的に構築していけるよう、そうした職種の普及を  

進める。   

あわせて、こうした医療の公共性や不確実性に関する認識の普及、  

また医療従事者と患者・家族等国民との問の相互理解の推進等を行  

うような、．例えば、地土或における語らいの場や地域住民による病院  

職員との懇談会（「患者塾」「病院探検隊」など）の開催といった市  

民活動等への積極的な支援と市民への情報提供等を行う。   

さらに医療は人々の生命や生活を支える基盤となる営みであるこ  

とに鑑み、．学校教育においても医療に関する教育を行い、幼少期か  

らの、その年歯引こ応じた医療に関する理解を普及する。  
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これまでの医療は、病気を治すことに主眼を置く「治す医療」が中心  

であったが、人類史上未曾有の高齢化社会を迎える我が国においては、  

予防を重視し、日頃からの健康の維持・増進に努めるとともに、こうし  

た「治す医療」だけではなく、病を抱えながら生活する患者と、その家  

族の生活を医療を通じて支援していくという「支える医療」という発想  

がより一層求められる。   

患者が住み慣れた地域でその人らしく生活し、希望する生き方を選択  

し、希望すれば在宅での看取りが選べることも必要であり、個人の尊厳  

の保持を支える在宅医療や訪問看護等を一層推進する。   

この「支える医療」に「治す医療」を合わせると、「治し支える医療」  

となる。「治し支える医療」においては、医療従事者が一方的に提供す  

るだけではなく、医療従事者と患者・家族の双方に、医療とは両者の協  

働作業であるという視点が重要である。   

同時に、ボランティア活動等を通じ、生活者である国民の「治し支え  

る医療」への参画を推進する。   

このように、我が国の医療は、「治す医療」から「治し支える医療」  

に向かってい＜ものと考えられ、本ビジョンの各施策はそれに資するも  

のである。  

14  

ー ーー  ‥■‘‾■▼J「  

．．l   



⑳  

◎ 構成員（敬称略）   

・舛添要一厚生労働大臣   

・西川京子厚生労働副大臣   

・松波健太厚生労働大臣政務官   

（アドバイザー）   

・辻本好子（NPOささえあい医療人権センターCOML理事長）   

・野中博（こ野中医院院長）   

・矢崎義雄（独立行政法人国立病院機構理事長）   

◎ 会議の経過  

日付   議題・ヒアリング対象者（敬称略）   

第1回  平成20年 1月了日  フリーディスカッション   

歴史的、文化的、国際的位置づけも踏まえた我が国の医療のあり方  

第2回  1月29［］      ・尾身茂（WHO西太平洋事務局事務局長）  

・新村拓（北里大学一般教育部長）   

第3回  2月20日  「ホームケアクリニック川越（在宅療養支援診療所）」視察   

ヒアリング（救急、産科、小児科、今後の医療ニーズ）  

・桑江千鶴子（都立府中病院産婦人科部長）  

第4匝I  2月25日          ・花田直樹（花田子どもクリニック院長）  

・中川恵一（東大病院緩和ケア診療部長，放射線科准教授）  

・山本保博（日本医科大学救急医学主任教授）   

ヒアリング（歯科医師、看護師、助産師）  

・田上順次（東京医科歯科大学歯学部長）  

第5匝Ⅰ  3月19日          ・坂本すが（東京医療保健大学医療保健学部看護学科長）  

・堀内成子（聖路加看護大学看護学部長）   

ヒアリング（地域医療）  

第6回   
・小川克弘（青森県むつ総合病院院長）  

4月8日  
・須古博信（熊本県済生会熊本病院院長）  

・苧環鉄周（医療法人北海道家庭医療学センター理事長）   

ヒア1」ンク（薬剤師）  

第7回  4月21日      ・林昌洋（国家公務員共済組合連合会虎の門病院薬剤部長）  
アドバイザーからのプレゼンテーション   

第8回  5月14日  「安心と希望の医療確保ビジョン」について（骨子案）   

第9回  5月30日  「安心と希望の医療確保ビジョン」について（骨子案）   

第10匝l  6月18日  「安心と希望の医療確保ビジョン」について（とりまとめ）   
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事務局提出資料  
（医師需給関係等）   



近年の医師需給の動向（平成14年度から平成18年度の比較）  

○ 平成18年度の医師・歯科医師一薬剤師調査において明らかになった、医師需給の動向に  
関連する主なデータは以下の通りである。  

平成14年   

（2002）   

平成16年   
（2004）  平成18年  （2006）  

医白市数（人）  

総数  

男  

女  

医療施言受に従事する医師数   

人口10万対医療施言受に従事する医師数（人）  

270，371  

225，743   

44，628  

256，668  

262，687  

221，548   

41，139  

249，574  

277，927  

229，998   

47，929  

263，540  

201．0  195．8  206．3  

48．0  48．2  48．5  平均年歯令（歳）  

施設の種別にみた医自市数（人）  

病院（医育機関附属病院を除く）  
診療所  

医育機関附属の病院  

115，993  

90，443  

43，138   

120，260   

92，985  

43，423  

123，639   

95，213  

44，688  

診療科の種別にみた医師数（人）  
小児人口10．000人当たり小児科医数  

′ト児科医数  

出生1000人当たり産婦人科医師数  

産婦人科医数  



人口10万対医療機関に従事する医師数の年次推移  

○ 近年、医師国家試験の合格者は毎年7，600～7，700人程度であり、死亡等を除いても、   

医師の総数は毎年3，500～4，000人程度増加。  
（医師総数）平成10年24．9万人→平成18年27．8万人  

○ 人口10万人対医療機関に従事する医師数についても毎年増加（平成18年206．3人）。  

250 r  

50 F  

㌔  卓 く声 ¢ く～ く辛 く手 さ  ゝ  
も √ さ  

医師・歯科医師・薬剤師調査  
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OECD諸国の医師数について（2004年）  

人口1000当たりの医師数は乙0と、OECD諸国の中でも医師数が少ないグループに属する 

OECE）諸国の人口1000対医師数（2004年）  

ギリシャ  

イタリア  
ベルギー  

スイス  

デンマーク  

オランダ  

アイスランド  

ノルウェー  

チェコ  

オーストリア  

フランス  

ドイツ  

スペイン   

スウェーデン  

ポルトガル  

ハンガリー  

スロバキア  

アイルランド   

オーストラリア   

ルクセンブルク  

フィンランド   

アメリカ合衆国  
ポーランド  

イギリス  
ニュージーランド  

カナダ  

日本  

メキシコ  

韓国  

トルコ  

0．0  0．5  1．0  1．5  2．0  2．5  3．0  3．5  4．0  4．5  5．0  

出典：「OECD HEALTH DATA 2007」  
なお、最新の医師歯科医師薬剤師調査（平成18年）ベースでは、日本の人口1000人当たり医師数は2．1   



OECD諸国の病床数について（2004年）  

口1000当たりの病床数は14．2と、他のOECD諸国に比べて大幅に多くの病床を有している。  

OECD諸国の人口1000当たり病床数（2004年）  

0．0  2．0  

出典：「OECD HEALTH DATA 2007」   



OECD諸国の人口1000人当たりの急性期医療病床数、長期医療病床数及び施設内長期ケア病床数  

日本は、人口1000人当たりの急性期医療病床数と長期医療病床数は他国と比べてともに多いが、  
施設内長期ケア病床数は少ない。  

oECD諸国の人口1000人当たりの急性期医療病床数、長期医療病床数及び施設内長期ケア病床数（2004）   

ベルギー  

スウェーデン  

フランス   

ハンガリー  

□急性期医療病床   

□長期医療病床   

□施設内長期ケア病床  

ルクセンブルク   

フィンランド   

アイルランド  

チェコ  

アメリカ合衆国  

ポーランド  

オランダ  

イタリア  

イギリス  

8  10  12  14  16  18  0  2  4  6  

出典：OECD Health Data 2007  （床）  

注1）急性期医療病床‥治療に有効なケアを行うための病床（病院に内のものに限る。）  

注2）長期医療病床二慢性的な病気やADL（ActivitiesofDailyLiving）における自立度の減少のため、長期のケアが必要とされる患者を収容する病床   
（病院内のものに限る）。  

注3）施設内長期ケア病床＝慢性障害及びADLにおける自立度の減少のために継続した健康管理と看護ケアを要する人々のための病床で、入居者の   
要求に応じて看護、管理または他の種類のケアと組み合わせた入所によるケアを供給する機関の中にあるもの。（日本の場合は老人保健施設内  
にあるもののみを含む）  

注4）国によりそれぞれの病床に含まれる基準が異なっているため、完全には定義と一致していないものもある。  

注5）フランス、イタリアの施設内長期ケア病床数は2003年のもの。   



OECD加盟国の医療費の状況（2005年）  

0 0ECD加盟国と比較すると、我が国の総医療費の対GDP比は先進国の中では比較的低く、また我が国  
の一人当たりにかかる医療費は比較的低い水準に留まっている。  

総医療費の  一人当たり医療費  

国  名  対GDP比 ％  （ドル）   備  考  

順 位   順位  

ア メ リ カ   15．3   1   6401   

ス  イ  ス   11．6   2   4177   4  

フ ラ ン  ス   11．1   3   3374   8  

ド  イ  ツ   10．ウ   4   3287   10  

ベ ル ギ ー   10．3   5   3389   7  

ポ ルト ガ ル   6  
…＿Ⅷ．＿ 

2033   23  

オ ー ストリ ア   10．2  7  3519   5  

ギ リ シ ャ   10．1   8   2981   14  

カ  ナ  ダ   9．8   9   3326   9  

アイスランド   9．5 lO  3443   6  

オーストラー」ア   9．5   11  3128   皿  ※   

オ ラ ン ダ   9．2   12  3094   13  ※   

スウェーデン   9．1 13  2918   16  

ノ ル ウ ェ ー   9．1  14  4364   3  

デ ン マ ー  ク  3108   12  

出典：「OECD HEALTH DATA 2007」（最終更新日：2007年6月27日）  

注1）上記各項目の順位は、OECD加盟国間におけるもの  

注2）※の数値は2004年のデータ  

6   



経験年数別勤務形態の構成  
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産婦人科・産科医及び分娩取り扱い施設の推移  

○ 産婦人科医数及び分娩の取り扱い施設はともに減少している。  

（産婦人科医とは、産科及び産婦人科を主な診療科として医療機関において従事している医師）  

分娩取り扱い施設の推移  産婦人科・産科医数の推移  

4500  

4000 --- 

総 数  

一般病院  

697  一策－・一般診療所  

3500 こ‾▲‾‾■‾   

3000トーー】一ノーー   

2 500 -  

1503 讐卜～¶1612  

1 321 

500 ト  

0  

H8  11  14  17   16   18  
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小児科医師数と救急自動車による7歳未満の搬送人員  

○ 医療施設に従事する小児科医師数と救急自動車により搬送される7歳未満の搬送人員はと  

もに増加傾向である。  
○ しかし、医師1人当たりの搬送人員は増加していることから、搬送人員の伸びは医師数の伸  

びを上まわっている。  

小児科医師1人当たりの搬送人員数  

H8  HlO  H12  H14  H16  H18  
H14  H16  H18  

救急・救助の現況、医師・歯科医師・薬剤師調査  9   



二次医療圏別人口10万人当たり従事医師数  

○ 各都道府県内においても、県庁所在地など人口当たりの医師数が多い地域と、郡部など少ない地域が見られる。  

人口10万人当たリ  人口10万人当たリ  
都道府県   二次医療圏   人口10万人当たリ 従事医師数〈県内）  県内での差  都道府県   二次医療圏   従事医師数（県内）  県内での差  都道府県   二次医療圏   従事医師数（県内）  県内での差   

上川中部   288．6   石川中央   302．1   県南東部   289．5   
北海道  3．4倍  石川県  2．5倍  岡山県  

136．2   
2．1倍  

84．7  120．6  

258．4   福井・坂井   282．6   279．7  

青森県  津軽地域 西北五地域  2．6倍  福井県  2．6倍  広島県  呉  
175．1   

1．6倍  
97．9  奥越   108．5  

盛岡   254．4   中北   宇部・小野田   363・   

岩手県  2．4倍  山梨県  2．3倍  
釜石   105．9  峡南   246．6   2．4倍  山口県  154．9   

仙台   296，0  松本   301．3   東部Ⅰ   315．9  
宮城県  4．2倍  長野県  2．3倍  徳島県  

147．2   
2．1倍  

黒川  70．5  130．7  南部Ⅱ   

秋田周辺   258．1   岐阜   224．8   高松   283．5   
秋田県  2．4倍  岐阜県  1．8倍  香川県  

149．8   
1、9倍  

108．6  123．9  

村山   230．4   山形県  
212．9   松山   275．2   

1．9倍  愛媛県  
148．1   

1．9倍  
最上   127．1  1．8倍  静岡県  西部                     中東遠  110．5  宇摩  

県北   230．2   尾張東部   316．7   央   301．3   
福島県  2．7倍  愛知県  4．4倍  高知県  

133．2   
2．3倍  

南会津   86．8  尾張中部   72．6  高幡  

つくば   茨城県  305，0   中勢伊賀   235．0   399．4   
3．6倍  三重県  1．7倍  福岡県  冬琴華  

140．3   
2．8倍  

鹿行   85．7  東紀州   135．2  

260．8   大津   303．3   中部   303．9   
2．2倍  滋賀県  2．8倍  佐賀県  栃木県  県南  145．3   

2．1倍  
118．6  甲賀   109．6  西部  

前橋   376．8   京都・乙訓   361．7   長崎   325．4   
群馬県  2．8倍  京都府  3．2倍  長崎県  

114．0  106．6   
3．1倍  

太田・館林   135．6  

西部第二   232．6   大阪市   315．2   熊  369．0   
埼玉県  2．4倍  大阪府  2．0倍  熊本県   3．4倍  

児玉   96，0  中河内   161，5  阿蘇  109．8   

294．5   神戸   262．7   別枠速見   285．9  
千葉県  安房  3．1倍  兵庫県  1．9倍  大分県  

118．7   
2．4倍  

95．3  西播磨   139．9  臼津   

東京都  1，173．5   東和   253．7   宮崎東諸県   287．9  

（※1）   
9．3倍  奈良県  1．8倍  宮崎県  

114．0   
2．5倍  

126，3  酉和   141．1  西都児湯   

横浜南部   222．3   和歌山   324．9   鹿  329．2  
神奈川県  1．8倍  和歌山県  2．2倍  鹿児島県   3．2倍  

県央   124．2  那賀   146．8   熊毛  104．3  

新潟   218．4   西部   352．3   245．1  
新潟県  1．8倍  鳥取県  1．9倍  沖縄県   1．7倍  

魚沼   118．1  中部   182．5  宮古   144．4  

富山   富山県  264．8   出雲  393．6  
3．1倍   

島しょ医細を除くゥ  
1．5倍  島根県  

雲南  125．4  
10  

平成18年医師・歯科医師・薬剤師調査  



医師に関する需要と供給  

＜平成18年「医師需給検討会報告書」における医師需給推計＞  

340．000  

〆〆〆一策 策‾‘  

〝・・′′厳ノⅣ医師数（定員増前医療施設従事者数）  

十医師数（定員395人増（新／緊急医師確保対策））  

≠医師数（過去最大定員まで増）  

－【イトー需要  

330．000 

． ニニ†  セタ  
320．000  

ー′ノ 
ニコンん▼一傲ニーーー ーーー 

●                         、   

需給を変化させる因子  

・医療関係者の役割分担と連携   

一地域の医療機関の役割分担と連携  

・医師の就労環境の整備  

・医療安全の進歩  

・医療の高度化  

・高齢化  

310，000  ．汝′  
′ ′〆／  

霊霊茸ニニ〆ロー  

300．000 」一一 ▲  

290．000‾、  

280．000r一b＿．．ニ・・J誹二二  

270，000 r  

一打／  
260．000  ⊥  

．、．・－．／．、－、・二・、・ニー、、ご－こ、‥－・、∴－ ∴・∵・J－．‥－－．‥－－．二、．・J■Jゝ・，・・・こ・∴・こ、・Jl－ －、－・ミこ．ニミー．・・、二・∴．・－．二‥－  

：（参考） l  

l  

l  

l  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l  ○ 平成10年5月における推計では、外来・入院患者数を基に需給を推計し「平成29年（2017年）頃から供給医師数が必要医師数を上回る」と推計。  

l O 平成18年7月における推計では、現場での医師の過重労働を配慮し、医師の労働時間に一定の制限（診療、教育、会議等の時間を週48時間にl  
l  

l  l  

】  
】  
l  

l  

・11  

】   

制限）を加える前提で推計した。  

なお、定員の推計には防衛医科大学校の定員を含んでいる。  



医師と他の医療従事者等との役割分担の推進  

○ 医師でなくても対応可能な業務を医師が行っていることが病院勤務医の厳しい勤務環境の一因。  

○ このため、医師等でなくても対応可能な業務例を下記のとおり整理。  

（平成19年12月28日付け医政局長通知「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」より）  

事務職員・看護補助者  

（D 訪問看護等における医師の事   

前指示に基づく薬剤の投与量の   

調節【看護師】   

② 静脈注射の実施【看護師】   

③ 救急医療における診療の優先   

順位の決定【看護師】   

④ 採血の実施・検査の説明   

【臨床検査技師】   

⑤ 病棟等における薬剤管理   

【薬剤師】  

① 書類等の記載の代行  
・診断書  

・診療録  

・処方せん   

■主治医意見書等  

②オーダリングシステムヘの入  
力   

代行（診察や検査の予約）  

③ 院内の物品の補充・患者の検   

査室等への移送等  

⑥ 医療機器の管理   

【臨床工学技士】   



「安心と希望の医療確保ビジョン」における主な議論  

（医師養成数関係）  

0 1961年から皆保険制度が始まり、医療ニーズが増加したた   

め、昭和48年かち医学部の定員を4000名弱から8000名   

に倍増させた。その後、将来医療ニーズが頭打ちになるのではと   

いう想定から10％定員を削減したが、医療ニーズが増加し、ギ   

ャップが埋まらず不足した状態が現在の状況である。特にこれか   

ら入院患者数は増加するが、病院医師数はあまり増えないと推計   

されるためこのギャップにどう対応するかが問題である。  

○ 医師数について、何らかの数値目標的なものが設定できないか。   

例えば、スキルミックスで5000人、病診連携で5000人力バーす   

るというような目標を入れられないか。  

○ 今医師の数を増やしても、急性期病院の医師不足対策には即効   

性がない。今は限られた資源をいかに効率的に配分するかという   

ことが重要。1970年代以降約4000名ずつ医師数は増加しているが、   

40代、50代の働き盛りの医師が病院から去っていった。  

○ 医師養成数は変動する需要に即して議論するべきであるが、平   

成9年の閣議決定は、定員を削減するという一つの方向に縛るも   

のであり、見直す時期に来ている。  

○ むつ総合病院では、県外の医師の積極的確保、医師の給与の維   

持（経営の問題上職員は2％カット）、定年退職医師のプール、メ   

ディカルクラークの配置（県の補助金を活用）等に取り組んでい   

る。   



○ 医師、看護師になる者が、ニーズを把握しないで診療科を選ん   

でいる。地域のニーズを明らかにしていくことで、医師自身もど   

こに行けば役割を果たせるかということがわかるのではないか。  

○ 医師不足と言われているが、大きな病院では医師が過剰なとこ   

ろもある。その差が何なのかを検討すべき。  

○ 診療所の機能を強化するためには、医師や看護師などの人員を   

配置する必要があるが、今の診療報酬では中々配置できない。  

○ 医師数を考える際には、看護師などの数もー緒に考えていかな   

いと解決しない。  

○ 医師数について、例えば高齢化の進行により、どのような疾病   

が増え、これに伴いどういう分野に医師がどれだけ必要か、病院   

と診療所にはどれだけ必要かといったことを、地理的条件も踏ま   

えつつシミュレーションするべきだったと思う。  

○ 医学部定員の大幅増による教育環境の崩壊、現場の混乱を招か   

ないこと、また、地方の勤務医を増やす方策の検討や看護師不足   

対策が重要である。   



経済財政改革の基本方針2008 ～医療関連部分～  
平成20年6月27日間議決定  

第5章  安心できる社会保障制度、質の高い国民生活の構築  

1．国民生活を支える社会保障制度の在り方等   

（2）重要課題への対応  

（D質の高い医療・介護サービスの確保  

・ドクターヘリを含む救急医療体制の一層の整備を行う。また、産科・  

小児科を始めとする医師不足の解消や病院勤務医の就労環境の改善のた  

め、女性医師の就労支援、関係職種間の役割分担の見直し、メディカル  

クラークの配置等を進めるほか、診療科問、地土或問の配置の適正化につ  

いて現行の仕組みにとらわれない効果的な万策を講ずる。その際、これ  

までの閣議決定に代わる新しい医師養成の在り方（注）を確立する。さ  

らに、今後は、在宅医療等地土或で支える医療の推進、医療者と患者・家  

族の協働の推進など、国民皆で支える医療を目指して、改革を進める。  

（注）「財政構造改革の推進について」（平成9年6月3日閣議決定）において、「大学医学部の整  
理・合理化も視野に入れつつ、引き続き、医学部定員の削減に取り組む。」とされているが、  
早急に過去最大程度まで増員するとともに、さらに今後の必要な医師養成について検討する。   



貰料ア   



ワあg  

WoRLD  

HEALTH  

R．モPORT  
ヱ000   

脇励匝  

点呼叩頭管御倣招ぽ   

ワ  



つ   



4＿   



各国のGDPに占める医療費の割合（2004年）  
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◆2004年度医師充足状況◆  
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医師不足（≒勤務医不足）の原因  
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各国の医師の労働時間比較  

年齢層（歳）  
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医師の内訳（歯科医師を含まない）  

厚生労働省「医師・菌科医師・薬剤師調査」（平成16年）を基に作成  
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年齢別、性別医師数  
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厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」（平成16年）を基に作成  
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日粗病院職長潮の比顎  
（長崎大一高同教授）  

ボストンSE病院（300床）   日本S国立病院（310床）  
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高齢化とともに患者需要は増大する  
診療実日数（1ケ月当たり日、病院・診療所）  
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※診療実日数：入院では当月中の入院日数、入院外では当月中の外来、往診等で医師の診療を受けた日数  

i∵ノ宅いiキ；ミ▲皆貰誉きこ、i ㌧弓卜し、て蒋一千写り十三月 
州亘】・   ⊥出汁三 享了専守≡貢 い＝巨■し言漕三∴十J・‾‡訂  

」∵1  

】r＿一  

∴：⊥ 1、t二  ・‘・、  

小l零 和宮  
・、電  ■トて，1  

▼    ■！二、■    卜 i∴1  

ニ郡＿ニ  、一’二・・・t  

・－さ＝▼三・i  

一昔蒜′ r聖  

≦ l‖lIl貞  ‾  
吊ヽ、  

■
●
－
1
1
1
－
－
－
1
ハ
・
1
・
－
I
・
・
－
篭
 
 

l いい一・【  

こ
 
 

…
諸
 
 

て
ハ
 
 ・叩－、，コ ェ‡「・÷－▲ヰニ・三言；モ血  

‾ 笥言草茜こ（与Jk  

′
ノ
 ／

 
 

いl川・t  

＼ l  

、＼  

用ト＝ト＝ ＼  

・．八＿点い柱   

・・■笹 L  こ．d・ご－  

．．‥＿．、、．．‥′∴   
＼－ヽ   Jノ／   

・・＿．・・  ∴  

薫l‾・  ・いF 化薫  

＝ 〉一骨◆＿ √  F・に、珊‘一丈  

∴・        ： ■．ニ、・ て ▼  

－ニチエ   キ■；‾ T  

∵ミ‘ －．  ◆、＝  

－二＝，lト  ー    ート音l五／ニ  

ー  ．‥二   ＝丁ご ∴ 「  
吏；：lこヽl∴ ■‾▲’：I‾1  

・ltl ，」二  

宅 竃  

1ゞ  

【                                  叩 「  
・  ． ＿  

j■  

社会医療診療行為別調査、将来推計人口   

二ご三  



医師も高齢化が進む  

医師の年齢階級別分布（2004年）  
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減少する病院医師  

内称、外科の病院医師数  小児科、産婦人科の病院医師数  
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診療科別病院医師数  
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減少する分娩取扱施設、救急病院  

分娩取扱施設数  「ナ琳毀拉措宥 

－一言蒲軒   

救急告示病院費  

医療施設調査より  
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医師の勤務時間  

病院医師勤務時間  

1週間平均、年齢別、性別、常勤  
時間 女性  
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厚生労働省第12回医師の需給に関する検討会  
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医師勤務時間平均と、過労死危険域  
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徹夜（当直）明けで診療する医師は、ほろ酔い～酷酉丁初期の注意力  
～交代制なしに患者安全は不可能～  

現状の日本の医師は、長時間労働に加え、交代（シフト）がなく24時間拘束され（夜中も電話で起こされ指示を出さねばならない）、  
十分な睡眠時間が取れないため、患者の安全性は確保できない。  
睡眠不足は、アルコール血中濃度と同様に認知・精神運動作業能力（cognitivepsychomotorperFormance）と負の相関を示し、  

24時間覚醒時にはアルコール血中濃度0．10％と同程度の注意力しかない。  
アルコール血中濃度0．10％とは、ビール大瓶2本飲酒後のほろ酔い期～醜酎初期にあたり、手の動きが活発になる、  

抑制がとれる（理性が失われる）、脈が速くなるなどの状態である。運転すると交通事故の可能性は6～7倍、判断力が鈍り  
スピードの出し過ぎにも気づかない、動体視力、集中力も低下し、信号や路上の人への見極めが遅れ、とっさの対応が難しい、  
平衡感覚も鈍るので、直進運転もあやしくなっている。徹夜（当直）明けの医師は、ほろ酔い～醜酎同然の状態で手術に当たっており、  
患者にとって危険なので、当直翌日は帰宅させる体制が必要である。（「医療崩壊の現状分析と対策に関する考察」P朗より）  
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厚生労働省「医師の需給に関する検討会報告書（平成18年7月）」の問題点  

1．医師の勤務時間70．6時間（左図）である実態を無視し、平均48時間（右図）としている。  

「休憩時間や自己研修は、通常は勤務時間とは見なされない時間であり、これらを含んだ時間を全て勤務時間と  

考えることは適切でない。（報告書P．16）」  

医師勤務時間1週間、平均、常勤  医師の需給に関する検討会報告書参考資料P・11  

第12回医師の需給に関する検討会  

WWW．mhlw．go．jp／Shingi／2006／03／sO327－2．htmL＃siryo  
図18  

平均従業時間病院常勤医師  
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年齢階級 積寒偏差付 赤線48姉御  病院  診療所無床  

2．医師の勤務時間を考慮すれば、現在6．1万人の医師不足であると述べてい  

「仮に、休憩時間や自己研修、研究といった時間も含む医療施設に滞在する時間を全て勤務時間と考え、  

これを週48時間までに短縮するには、医療施設に従事する必要医師数は31．8万人と推計され、  

前述の25．6万人との差は6．1万人（病院勤務5．5万人、診療所勤務0．6万人）となる。（報告書P．16）」  
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医療現場の危機打開と再建へ向けて  

医師養成定員の増加  

一毎年400人ずつ定員を増加し10年後に4，000人増（50％増）とすれば、診療従事医師数は20％弱増加  
養成定員 7，898人 →11，898人  診療従事医師数26．4万人 →30．6万人  
一人当たり運営費交付金   788万円  

・2030年に患者需要はピークとなる。その後の減少に合わせて、医師定員も減らし、現状程度に戻す。  

コメディカル雇用数の増加  
※参考  

・病床当たり病院職員数  

日本100．8人、英米独伊438．8人  

・人口当たり急性期病床数  

日本8．2床、英米独伊3．9床  

・短期的に雇用数増加が可能  

一中核病院コメディカル数（400床以上の病院は844カ所）   

48万人 →96万人（10年後に2倍）  

各診療科へのインセンティブ  

○救急医療  

地域トリアージを行う管制塔となる病院（300床以上の二次救急病院955施設）  

※トリアージ：重症度、緊急性等により患者を区分し、どの専門分野の医師による診療が必要か判断し、振り分けること  

・地域の医療機関の受入可能分野リストの作成・更新及び地域トリアージ加算  

・地域トリアージを担うコーディネーター1人雇用  

二次救急病院（2次医療圏は全国約370カ所、200床以上の二次救急病院数1522施設）   
t各診療科医師の救急当直加算 5万円  

○産科病院医師の当直加算 5万円（分娩を取扱う病院1321施設）  

○小児科救急病院医師の当直加算 5万円（ほぼ毎日小児科の二次救急対応が可能病院753施設）  
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医師養成定員の増加  
入学定員  
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一恵者需要がピークとなる2030年を目処に、  

新卒医師数を減らすよう計画する  

■厚生労働省案では考慮されていない、  

医師の勤務時間短縮を考慮する必要がある  
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医師の勤務時間に関する検討  

①医師養成定員  

の増加により、勤  
務時間は年長遡  

助に改蓋  

勤務時間（時間／週）  
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時間は室長改善  
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医師のキャリアパスは、診療に限らない  
・ 製薬メーカー  

・医療機器メーカー  

・行政官（厚労省、保健所、感染研、バイオテロ対策等）  
・国会議員  

・社会医学研究■医療政策シンクタンク  

・基礎医学研究  

・地域コミュニティで医療と生活をつなぐ（諏訪モデル）  

．pMDA審査・市販後安全監視等  
を移転  ．アジア諸国へ日本の高度な医療技  

・刑務所  

・その他   

・一っ   



薬害防止を企図し、欧米グローバル製薬企業   

並みに医師の採用、組織活用を展開  

。承認取得、市販後段階   
○各領域別の  

メディカルアドバイザー  

岳脳神経分野  

凝 がん  

擾感染症  

昏循環器  

せ心臓・糖尿病  

岳呼吸器  

ヰ腎臓  

梯消化器  

せ精神内科  

㊥ 小児科  

㊥婦人科  

踏 泌尿器  

以上合計12名  

・開発段階   

一臨床開発領域別の メ  

ディカルアドバイザー  

・脳神経分野  

・がん  

・感染症  

・循環器  

・心臓、糖尿病  

・呼吸器  

・腎臓  

・消化器  

・精神内科  

・小児科  

・婦人科  

・泌尿器  

以上合計12名  

尋開発段階   

。臨床開発品毎に  
プロジェクトマネジメント  

年に20の開発品の開発  

マネジメントをすると仮  

定（6頁参照）し、そのマ  

ネジメントを全員、医師  
が遂行すると総勢20名  

必要になる。  

またプロジェクトマネジメ  

ントの他に治験中の副  

作用および検査値異常  

に対応する医師を採用  
するとここにも20名必  

要になる。  

以上総勢64名の体制が構築されると開発段階～市販後の段階まで主要領域に医師、臨床医の眼が届くことにな  
り、薬害防止策上、極めて有用である。  

これを国内の製薬企業、上位20社が100％実践すると医師需要は1280名になる。それ以下の製薬企業30社が  
50％実践すると960名になり、合わせると2240名の医師が必要になる。  
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看護師・薬剤師の増員により  

患者の安全性が向上する  

薬剤師数増加による患者死亡率低下  

l－ ラ  、亨  ート1∴∵∴l ～  

J∴ 二■‡、毒i上∴j ±－  
ユニ帰n†ぎ．∴」r．′－～そ∴3「‾ゝ］j＝コ［3てほ∩（■、1ニ「J「プl、∪ちモbし‾1〉：、∴，j，コ・lコ［－一人三…≦こtち′Jこ：⊂n」、こ∴‘1声－リJ⊥  

日本看護協会「l．看護職員の人員配置について」2005／11／15  BondCA，etal．Pharmacotherapy2007；27（4）：481－493  
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先進国における医科大学数・医学部卒業者数の比較  

127．526．000  

人  
7733人  

（2008）［4］  

日本  82  60．6  94．2  2007年医科大学入学定Åは7625人。  

外国医科大学を卒暮し、米国で研♯医（レジデント）とな  

るのは約6川0名。  

医師と類似の医療行為をする職種（Nurse practitioner．  

Physician’s assistant）は含まない。  

1   （2007）  

16139人（2007）［5］  

外国人医師含めて  

22240人（2008）［6］  

7013人  

（2001）  

3586人  

（2002）  

6451人  

（2007）［7］  

6143人  

（2006）   

15410人  

（2004）  

1385人  

（2003）   

アメリカ合衆  

国  

ドイツ  

305，826，000人  

（2007）  

52．7  

（72．7［9］）  
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106．2  

60，723，000人  

（2006）  

フランス  

イギリス  

イタリア  

ロシア   

オーストラリ  

ア  

59．847，000人  

（2006）  

1997年の卒業生は3749人。  

10年Ⅶで4新眉科大学設立。  

68．1  

［1］Hea圧h statistics and healthinformation systems，World HeaJth Organization．  

［2］1nternationa［MedjcalEducationDirectory．2008．F＾lMER（Foundationfor advancementofinternationalmedica］educationand research）http：／／imed．ecfmg．org／  

［3］特記がない限り、HeaIth statistics and heaJthinfornation systems．Wor［d HealthOrganization．より引用  

【ヰ］第102回医師国家試験（2008）合格者にて代用。受験者は8．535人。  

［5］Association ofAmerican MedicaL Co＝eges．http：／／ww．aamc．org／data／facts／2007／gradraceethO207．htm  

［6］NationaIResidency Match Program http：／／www．nrmp．org  

［7］Departrnent ofHeaLth，NationalHealth Service，U両ted Kingdome．http：／／www．dh．gov．uk／  

［8】（医科大学卒業生の列／人口）叶000，000にて算出  

［9】外国医科大学卒業生を含む、卒後研修（レジデンシー）開始者数にて算出  

【10］医科大学卒業生の列／医科大学数にて算出  
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